
銀先物取引及びパラジウム先物取引の取引単位の見直しに伴う 

業務規程等の一部改正について 

 

２０２３年２月６日 

株式会社大阪取引所 

 

Ⅰ．趣旨 

 当社は、業務規程等の一部改正を行い、２０２３年６月２８日から施行します

（詳細については、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。 

 今回の改正は、銀先物取引及びパラジウム先物取引の取引単位の見直しに伴い、

所要の対応を行うものです。 

 

Ⅱ．改正概要 （備考） 

１．銀先物取引及びパラジウム先物取引の取引単位の見直

し 

・ 銀先物取引の取引単位を１単位３０キログラム、パラジ

ウム先物取引の取引単位を１単位３キログラムに変更し

ます。 

 

２．その他 

・ 銀先物取引及びパラジウム先物取引の建玉制限数量に係

る所要の改正を行うものとします。 

 

 

 

・ 業務規程第２９条 

 

 

 

 

・ 受託契約準則別表１ 

・ 業務規程施行規則別

表３ 

Ⅲ．施行日 

・ ２０２３年６月２８日から施行します。ただし、この改正規定施行の日の前日に

取引が行われている銀及びパラジウムに係る限月取引については、なお従前の例

によることとします。 

・ 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、２０２

３年６月２８日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日以後

の当社が定める日から施行します。 

 

以 上 

 


